
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

更

新

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

優

良

図

書

の

推

奨

子

ど

も

家

庭

課

○

有

害

図

書

の

指

定

〃

○

宇

野

港

に

所

在

す

る

ビ

ジ

タ

ー

バ

ー

ス

に

係

る

港

湾

課

使

用

料

の

徴

収

事

務

の

委

託

○

岡

山

県

収

入

証

紙

売

り

さ

ば

き

人

の

指

定

の

取

会

計

課

消

し

【

公

告

】

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

公

共

測

量

の

終

了

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和５年６月６日 第１２５０３号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。 

令
和
五
年
六
月
六
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

指
定
年
月
日 

共
生
型
看
護
小
規
模
多
機
能
ホ
ー
ム
桃
の
鈴
花 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
玉
島
乙
島
七
一
九
〇
―
五 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
五
年
六
月
一
日 

看
護
小
規
模
多
機
能
ホ
ー
ム
桃
の
風
花 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
玉
島
道
口
九
七
―
一 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
五
年
六
月
一
日 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 
ト
ワ
エ
モ
ア
倉
敷 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
西
岡
一
一
六
〇
―
一 

エ
レ
ガ
ン
ス
Ｎ
一
〇
七 

 
 

 
 

令
和
五
年
六
月
一
日 

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。 

令
和
五
年
六
月
六
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

更
新
年
月
日 

て
ぜ
ん
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
水
江
一 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
五
年
六
月
一
日 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ひ
こ
う
き
ぐ
も 

 
 

 
 

 
 

 

津
山
市
押
入
七
九
一
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
五
年
六
月
一
日 

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
五
年
六
月
六
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

辞
退
年
月
日 

佐
古
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

津
山
市
川
崎
一
○
三 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日 

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



    
 

 番
号

 
 

 
 

図
 

 
書

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
著

 
 

 
者

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

発
 

行
 

所
 

 
 

 
 

 
対

 
 

 
象

 
 

１
 

 
 

た
ん

ぽ
ぽ

の
ふ

ね
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ま

る
や

ま
 
あ

や
こ

 
 

 
 

 
 
 
 

作
 

 
 

 
 

 
世

界
文

化
社

 
 
 

 
幼

児
 

２
 

 
 

ま
も

れ
る

よ
 

お
と

な
に

な
る

れ
ん

し
ゅ

う
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
安

藤
 

由
紀

 
 

 
 

 
 

 
 

 
作

 
 

 
 

 
 

岩
崎

書
店
 

 
 

小
学

生
（

低
）

 

３
 

 
 

も
の

が
た

り
が

う
ま

れ
る

と
き

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
デ

ボ
ラ

・
ホ

プ
キ

ン
ソ

ン
 
 

 
 

 
文

 
 
 

 
 
 
 
 
 

評
論

社
 

 
 
 
小

学
生

（
中

）
 

ハ
ド

リ
ー

・
フ

ー
パ

ー
 
 

 
 

 
 

絵
 

せ
な

 
あ

い
こ

 
 

 
 

 
 

 
 

訳
 

４
 

 
 

ぼ
く

は
ぼ

く
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ス

ー
ダ

ン
・

ヴ
ェ

ル
デ

 
 

 
 

 
 
文

 
 

 
 
 
 
 
 
 
新

評
論

 
 

 
 

 
 

〃
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ピ

ー
タ

ー
・

レ
イ

ノ
ル

ズ
 

 
 

 
絵

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
島

津
 

や
よ

い
 

 
 

 
 

 
 

 
訳

 

５
 

 
 

き
み

が
き

み
ら

し
く

生
き

る
た

め
の

子
ど

も
の

権
利

 
 

 
 

 
 

 
林

 
ユ

ミ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
絵

 
 

 
 

 
 

Ｋ
Ａ

Ｄ
Ｏ

Ｋ
Ａ

Ｗ
Ａ
 

 
 

 
 

 
 
〃

 

甲
斐

田
 

万
智

子
 
 

 
 

 
 

 
 

監
修

 
 

 
 

 
 

６
 

 
 

草
の

背
中

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
吉

田
 

道
子

 
 

 
 

 
 

 
 

 
著

 
 

 
 

 
 

あ
す

な
ろ

書
房
 

 
 

小
学

生
（

高
）

 

さ
げ

さ
か

 
の

り
こ

 
 

 
 

 
 

絵
 

７
 

 
 

お
こ

づ
か

い
の

賢
い

使
い

方
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ク

ォ
ン

・
ジ

ェ
ウ

ォ
ン

 
 

 
 

 
作

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
〃

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〃

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
わ

た
な

べ
 

な
お

こ
 

 
 

 
 

 
 
訳

 
 

 

８
 

 
 

青
春

サ
プ

リ
。

夢
を

あ
き

ら
め

な
い

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
田

中
 

夕
子

/
日

々
野

 
恭

三
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ポ

プ
ラ

社
 

 
 

中
学

生
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
オ

ザ
ワ

部
長

/
青

木
 

美
帆

 
 

 
 
 
文

 

く
じ

ょ
う

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

絵
 

 

◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
た
め
特
に
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
推
奨
す
る
。 

 

 
 

令
和
五
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



     番
号

 
 

種
 

別
 

 
 

 
 

名
 

 
 

 
称

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
発

行
者

等
 

 

 
１

 
 

 
雑

 
誌

 
 

 
昭

和
３

９
年

の
俺

た
ち

 
５

月
号

 
 

 
 

 
 

 
 
一

水
社
 

 
２

 
 

 
 

〃
 

 
 

 
特

ダ
ネ

Ｔ
Ａ

Ｂ
Ｏ

Ｏ
！

４
４

 
Ｇ

Ｗ
美

女
ワ

ク
 

 
イ

ン
テ

ル
フ

ィ
ン
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ワ
ク

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

３
 
 

 
 

〃
 

 
 

 
実

話
ナ

ッ
ク

ル
ズ

 
６

月
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
大

洋
図

書
 

４
 
 

 
 

〃
 

 
 

 
臨

時
増

刊
 
 
ラ

ヴ
ァ

ー
ズ

 
 
Ｖ

Ｏ
Ｌ

．
３

１
 

 
 

 
 

 
 
〃

 

５
 
 

 
 

〃
 

 
 

 
 
実

話
ナ

ッ
ク

ル
ズ

 
Ｇ

Ｏ
Ｌ

Ｄ
ド

キ
ュ

メ
ン

ト
 

 
 

 
 

 
〃

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｖ

ｏ
ｌ

．
７

 

◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
一
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

徴
収
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
五
年
六
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

委
託
し
た
事
務
の
内
容

二
に
掲
げ
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務

二

委
託
し
た
収
入
の
種
類

岡
山
県
港
湾
施
設
管
理
及
び
利
用
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
一
号
）
に
基
づ
く

使
用
料
の
う
ち
、
宇
野
港
に
所
在
す
る
ビ
ジ
タ
ー
バ
ー
ス
に
係
る
も
の

三

委
託
を
受
け
た
者
の
所
在
地
及
び
名
称

岡
山
県
玉
野
市
築
港
一
丁
目
一
番
三
号

公
益
社
団
法
人
玉
野
市
観
光
協
会

四

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所

岡
山
県
玉
野
市
築
港
一
丁
目
一
番
三
号

五

委
託
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
三
号

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五

年
二
月
二
十
四
日
付
け
で
、
次
の
岡
山
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
五
年
六
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

売

り

さ

ば

き

人

売

り

さ

ば

き

場

所

名
称
及
び
代
表
者

所

在

地

の
氏
名

総
社
市
美
袋
四
八
三

二

晴
れ
の
国
岡
山
農
業
協

総
社
市
美
袋
四
八
三

二

－
－

同
組
合

昭
和
支
店

支
店
長

細
川

高
志

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



〔
二
八
九
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

久
米
郡
美
咲
町
江
与

味
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
五
月
二
十
三
日
か
ら

同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



〔
二
九
〇
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
井
原
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

井
原
市
木
之
子
町
地

内 測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
同
年

十
二
月
二
十
六
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



〔
二
九
一
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
理
事
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量

を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
六
月
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

岡
山
市
東
区
久
保
、

河
本
町
、
西
大
寺
東

及
び
西
大
寺
上
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
六
月
十
二
日
か
ら
同

年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



〔
二
九
二
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

 

  

新
見
市
哲
多
町
蚊
家

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
五
月
十
五
日 

終

了

年

月

日 

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



〔
二
九
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
宿
字
前
池
尻
一
〇
三
〇
―
一
、
一
〇
三
〇
―
四 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
庄
新
町
二
―
二
―
一
八 

杉
井 

哲
也 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
三
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
五
二
二
号 

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



〔
二
九
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
三
須
字
作
山
二
三
三
―
一
、
二
三
七
―
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
三
輪
七
九
一
―
一
Ｋ
パ
テ
ィ
オ
Ｎ
一
〇
一
号
室 

草
地 

優
希 

草
地
菜
々
子 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
五
三
八
号 

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



〔
二
九
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
矢
尾
字
丸
山
一
一
七
五
―
五
、
一
一
七
六
、
一
一
七
七
、
一
一
七
八
、
一
一
八
一
、

一
一
七
五
―
三
の
一
部
、
一
一
七
五
―
三
地
先
水
路 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

倉
敷
市
老
松
町
二
丁
目
一
一
―
五 

岡
南
土
地
倉
敷
有
限
会
社 

 

 
 

代
表
取
締
役 

松
田 
隆
志 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
九
二
号 

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号



〔
二
九
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
矢
尾
字
丸
山
一
一
七
五
―
五
、
一
一
七
六
、
一
一
七
七
、
一
一
七
八
、
一
一
八
一
、

一
一
七
五
―
三
の
一
部
、
一
一
七
五
―
三
地
先
水
路 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
、
下
水
道
、
水
路 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

倉
敷
市
老
松
町
二
丁
目
一
一
―
五 

岡
南
土
地
倉
敷
有
限
会
社 

代
表
取
締
役 

松
田 

隆
志 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
九
二
号 

令和５年６月６日　岡山県公報　第１２５０３号


